
公    告
自動販売機 (飲料等)の設置

下記場所への自動販売機 (飲料等)設置に係る一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令 0召和 22

年政令第 16号)第 167条の 6及び長崎県財務規則 (昭和 39年長崎県規則第 23号)第 93条の規定を準用

し公告します。

令不日8年 2月 9日

長崎県立西陵高等学校 PTA会長 中村 剛

1 入札に付する事項
(1)設置場所等

設置

番号

施設名 所 在 地 設置箇所 設置面積

(∬)

設置

台数

最低販売手数料率

(売上に対する率)

1

長崎県立

西陵高等学校

諌早市多良見町

化屋 13872

生徒昇降口前

1階ピロティ 2.0♂以内 2 10°/。

2 同上 同上 同上 2,5ポ以内 2 40°/O

3 同上 同上 同上 1.5だ以内 1 15%

※設置面積には、放熱余地を含む。

(2)設置期間
令和 8年 4月 1日 から令和 ■年 3月 31日 までとします。 (契約の更新はしない。)

ただし、PTAに対する長崎県立西陵高等学校長の公有財産の使用許可が取り消された場合は、その取

り消された日までとし、それに伴ういかなる費用負担もPTAは行わないものとする。

(3)用途

自動販売機 (飲料等)の設置及び販売等運営に限るものとします。

(4)販売手数料等    |
設置期間中の販売に係る販売手数料率を入札に付します。

競争入札参加資格

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができます。

(1)地方自治法施行令第 167条の 4第 1項各号のいずれかに該当する者でないこと。なお、被補助人、

被補佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第 1号の規定に該

当しない者である。

(2)地方自治法施行令第 167条の 4第 ?項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、その事実

が認められた後 3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他

の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号)第 2条第 2号又は第 6号

の規定に該当しない者であること。

(4)無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する法律 (平成 ■ 年法律第 147号)第 5条第 1項に

規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。

(5)長崎県暴力団排除条例 (平成 23年長崎県条例第 47号)第 38条第 7項の規定に該当しない者である

こと。
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(6)長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けていない者であること。

(7)法人にあつては長崎県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあつては長崎県内に住所を有するこ

と。

(8)自 動販売機の設置及び運営業務について、3年以上の実績を有していること。

(9)長崎県税に関し、未納がないこと。

(10)消費税及び地方消費税課税事業者にあつては、消費税及び地方消費税の未納がないこと。

(11)下記 3により、あらかじめ入札の参加申込をした者であること。

3 入札参加申込み

入札に参加を希望される方は、事前に入札参加申込書等の配蒲を受け、定められた受付期間内に入札参

加申込書等の関係書類を提出し、入札参加資格の確認を受ける必要があります。

(1)関係書類の配布場所及び配布期間

入札参加申込書等の酉己布期間 入札参力日申込書等の受付期間 配布・受付場所

令不日8年 2月  9日  (月 )から

令和 8年 2月 24日 (火)まで

※土 。日曜日、祝祭 日を除く。

9100～ 12:00、  13:00～ 16:00

令和 8年 2月  9日 l月 )から

令和 8年 2月 24日 (火)まで

※土 。日曜日、祝漆 日を除く。

9:00～ 12:00、  13:00～ 16:00

諫早市多良見町化屋 1387‐ 2

長崎県立西陵高等学校

事務室

電言舌 0957‐ 43‐4155

(2)入札資格の確認

入札参加申込があつたときは、入札参加資格の有無について確認し、申込者に通知します。

なお、入札参加資格の確認を受けた者が、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基
づき排

除措置を受けた場合、その資格を取り消すこととします。

4 現場説明、入札の日時及び場所

(1)現場説明

実施しませんので、事前に入札物件をご自身で確認し、現況を熟知した上で入札してくださ
い。

(2)入札及び開札の日時及び場所

設置

番号
施 設 名 入本L日 時 入札場所

1 長崎県立西陵高等学校 令不日8年 3月  4日  (水)10:00～ 長崎県立

西陵高等学校

大会議室

2 長崎県立西陵高等学校 令和 8年 3月 4日 (水)10お0～

3 長崎県立西陵高等学校 令和 8年 3月 4日 (水)1lЮO～

※ 入札当日が悪天候 (大雨、大雪、台風接近等)等の場合は入札を延期することがありますので、事前

に各物件の問い合わせ先に確認してください。

(3)入札の方法等

① 入札は、入札書及び入札用封筒に必要事項を記載して、記名押印の上、当該入札書を当該入札用封

筒に入れ、入札当日に、入札者又はその代理人が直接入札箱に投函してください。

② 郵送による入札は認めません。

③ 代理人により入札する場合は、委任状を提出の上、入札書には代理人が押印 (委任状に押印した代

理人の印鑑)して提出してください。
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④ 入札者は、その理由のいかんにかかわらず、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすること

はできません。

⑤ 入札執行回数は、2回を限度とします。

無効な入札に関すること

次に掲げる場合は、その入札は無効とします。

① 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

② 入札者が法令の規定に違反したとき。
③ 入札者が連合して入札したとき。
④ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
⑤ 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

⑥ 入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。

⑦ 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
③ 入札書に記名押印がないとき (署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。

⑨ 代理人が入札する場合において、代理人の記名押印がないとき。
⑩ 入札書の入札販売手数料率が訂正されているとき。
① 入札日において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けたとき。

6 その他注意事項等
①  開札は入札後直ちに、入札者立会いのもとに行います。

②  落札者は、西陵高等学校 PTAが前もつて設定した最低販売手数料率以上の率で最も高い料率をも

つて入札した者とします。

③ 開札した場合に落札者があるときは、その者の氏名 (法人の場合はその名称)及び料率を、落札者が

ないときは、その旨を開札に立ち会つた者に知らせます。

③  落札者は、契約締結時に契約保証金として 50,000円 を西陵高等学校 PTAに支払わなければなりま

せん。

⑤ 詳細についてはヽ一般競争入札案内書 (自動販売機設置事業者募集要項)をご覧ください。(3の (1)

の場所で酉節 )

7 この公告に関するお問い合わせ先

長崎県立西陵高等学校事務室 0957‐ 43‐4155

所在地 〒859‐ 0401  諌早市多良見町化屋 1387‐ 2


